
 

令 和 ６ 年 度 

第２回江別市国民健康保険運営協議会 

 

 

日  時  令和６年１２月１６日（月） 

午後６時３０分～     

場  所  市民会館３７号室     

 

 

≪ 会  議  次  第 ≫ 

 

 

１ 開     会 

２ 報 告 事 項 

（１）令和６年度江別市国民健康保険特別会計決算見込について 

（２）令和７年度国民健康保険事業費納付金概算額について 

（３）令和７年度江別市国民健康保険特別会計予算の編成方針について 

（４）国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）に係る 

令和５年度評価について 

３ 諮 問 事 項 

（１）江別市国民健康保険税の課税限度額の改定について 

（２）江別市国民健康保険税の税額の改定について 

４ そ  の  他 

５ 閉     会 



単位：千円
令和5年度
決算額 予算額（当初） 予算額 決算見込額

Ａ （補正後） B

1 1,823,760 1,734,062 1,734,062 1,742,470

2 現年課税分 1,771,976 1,681,188 1,681,188 1,691,421

3 滞納繰越分 51,784 52,874 52,874 51,049

4 464 10 3,340 3,455

5 9,039,644 9,084,348 9,084,348 9,066,672

6 1,031,362 1,049,187 1,049,187 1,046,141

7 306,421 302,315 302,315 302,315

8 57,318 1 34,969 34,969

9 53,730 30,077 30,077 30,077

10 12,312,699 12,200,000 12,238,298 12,226,099

11 ※
≪参考≫
精算要素

△ 363,772 △ 337,284

12 11,948,927 11,888,815

令和5年度
決算額 予算額（当初） 予算額 決算見込額

Ａ （補正後） B

13 77,461 87,997 91,327 85,781

14 8,886,238 8,904,345 8,904,345 8,886,539

15 3,137,654 3,053,907 3,053,907 3,053,907

16 1 1 1 1

17 132,628 135,330 135,330 129,971

18 35,718 65 34,985 34,748

19 8,030 18,355 18,403 8,403

20 12,277,730 12,200,000 12,238,298 12,199,350

21 ※
≪参考≫
精算要素

△ 35,718 △ 34,748

22 12,242,012 12,164,602

23 34,969 0 0 26,749

24 △ 293,052 △ 275,787

25 508,921 268,103

26 △ 293,085 △ 275,787

歳入合計

■ 報告事項（１）令和６年度江別市国民健康保険特別会計決算見込みについて

行
番
号

歳　　　入
令和6年度

国民健康保険税

国庫支出金

道支出金

一般会計繰入金

基金繰入金

繰越金

その他の収入

歳出合計

実質収入

行
番
号

歳　　　出
令和6年度

総務費

保険給付費

国民健康保険事業費納
付金

共同事業拠出金

保健事業費

基金積立金

その他の支出

※赤字及び黒字要素である繰越金、基金積立金、基金繰入金

実質支出

歳入歳出差引

単年度実質収支

基金残高

精算要素を除いた収支

※交付金や納付金の前年度・前々年度の返還や追加交付等の精算金
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■ 報告事項（３）令和７年度江別市国民健康保険特別会計予算の編成方針について 

 

（１） 基本方針 

  ○ 広域化（都道府県単位化）に伴う国民健康保険財政の健全性確保 

○ 医療費適正化への取組み 

  ○ 収納対策の推進 

  ○ 一般会計繰入金の確保 

  ○ 保健事業の推進 

  ○ 特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率の向上の取組み 

 

（２) 基本的事項 

○被保険者数 

過去の変動及び直近の資格の得喪状況などを勘案して積算 

   R5 年度実績 R6 年度見込 R7年度積算 増減率 

一般被保険者数 22,836 人 22,130 人 21,446人 3.1%減 

  ※被保険者数はそれぞれ年度平均 

 

○国民健康保険税現年度分収納率見込み 

過去３ヵ年実績の平均を令和６年度、令和７年度に見込んで積算 

  R5 年度実績 R6年度見込 R7年度積算 

基礎課税分 97.1% 97.3% 97.3% 

後期支援分 96.9% 97.2% 97.2% 

介 護 分 95.8% 96.0% 96.0% 

 

○保険給付費 

北海道が積算した結果を参考に過去の医療費動向や直近の状況などから積算 

 R5 年度実績 R6 年度見込 R7年度積算 増減率 

保険給付費 8,886,238 千円 8,886,539 千円 8,948,255千円 0.7%増 

 

  ○国民健康保険事業費納付金 

    北海道が積算し、市町村に通知 

 R5 年度 R6 年度 R7年度(概算額) 増減率 

納付金 3,137,654 千円 3,053,907 千円 2,985,386千円 2.2%減 
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■ 報告事項（4） 国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）に係る 

令和５年度評価について 

 

１ 保健事業実施計画（データヘルス計画）の概要 

高齢化の進展等を踏まえ、保険者は、健康・医療情報（健康診査の結果や診療報酬明細書等）を

活用して、ＰＤＣＡサイクルに沿った効果的・効率的な保健事業の実施を図るための計画を策定す

ることとされています。 

江別市では、平成２７年度に第１期計画を策定し、昨年度が第２期（平成３０年度～令和５年度）

の計画最終年となりました。本計画の最終評価は下記のとおりです。 

 

実績値の評価（ベースライン（平成 28 年度）との比較） 

A：改善している  B：変わらない  C：悪化している  D：評価困難 

 

(１)中・長期目標の評価について 

中・長期目標 評価指標 評価 

特定健診受診率の向上 特定健診受診率 A 

目標値 ベースライン 平成29年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3年度 令和4年度 令和 5年度 

31.0％ 26.1％ 26.2％ 28.7％ 25.8％ 24.2％ 25.1％ 26.2％ 28.2％ 

 

中・長期目標 評価指標 評価 

特定保健指導終了率の向上 特定保健指導終了率 B 

目標値 ベースライン 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和4年度 令和 5年度 

45.0％ 38.0％ 32.3％ 43.1％ 39.9％ 30.6％ 37.9％ 41.0％ 38.2％ 

 

 (２)中・長期目標を達成させるための短期的な目標の評価について 

短期目標 評価指標 評価 

特定健診継続受診者（2年連続受診）の割合向上 対象者全体に占める 2年連続受診者の割合 A 

目標達成に向けて実施した保健事業・取組 評価理由 

不定期受診者（過去に受診歴があり、当該年度は未受診）への受診勧奨 

・出前健診個別勧奨ハガキの送付 

・AIを活用した個別勧奨文書の送付 

・電話による受診勧奨の実施 

 

特定健診受診率向上対策 

・特定健診節目年齢対象者の健診費用無料制度 

・同意書兼情報提供書制度の実施 

（定期通院時の検査結果のうち特定健診項目に該当するものを一部準用し不足項目を自己負

担無料で実施） 

・低受診率地区受診勧奨訪問事業 

目標値には到達してい

ないが、ベースライン

値と比較して上昇した

ため。 

目標値 ベースライン 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2 年度 令和 3 年度 令和4年度 令和 5 年度 

19.0％ 15.2％ 15.7％ 16.6％ 16.4％ 14.3％ 14.4％ 15.1％  16.4％  

目標達成における推進要因 目標達成における阻害要因 

受診勧奨効果の高い層を選定し、推測される未受診理由に合わ

せた資材勧奨及び電話や訪問による勧奨を継続的に行った。 

新型コロナウイルス感染症流行に伴う受診控えや集

団健診中止に伴い、勧奨事業も中止した。 
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短期目標 評価指標 評価 

特定保健指導新規利用率の向上 特定保健指導未利用対象者の利用率 A 

目標達成に向けて実施した保健事業・取組 評価理由 

特定保健指導未利用者への利用勧奨 

・集団健診当日の特定保健指導の実施 

・特定保健指導未利用者へコメントを記載した再案内文書の送付 

・電話による利用勧奨の実施 

・特定保健指導未利用者に対する訪問による保健指導の実施 

目標値には達していな

いが、ベースライン値と

比較し14％上昇したた

め。 

目標値 ベースライン 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和4年度 令和 5 年度 

42.4％ 27.3％ 29.2％ 42.5％ 31.9％ 30.8％ 37.6％ 41.3％  41.7％  

目標達成における推進要因 目標達成における阻害要因 

集団健診当日指導や訪問による保健指導を実施したほか、

オンラインを活用した保健指導を開始した。 

40～50 歳代の利用率が向上していない。 

 ※特定保健指導新規利用率とは、特定保健指導対象者のうち初回面接を実施した者の割合  

 

短期目標 評価指標 評価 

生活習慣病重症化予防保健指導実施率の向上 生活習慣病重症化予防保健指導実施率 A 

目標達成に向けて実施した保健事業・取組 評価理由 

生活習慣病重症化予防保健指導  

・特定健診結果説明会（保健指導）の勧奨・実施 

・結果説明会未利用者に対する電話等による利用勧奨の実施 

・結果説明会未利用者に対する電話及び訪問による保健指導の実施 

・結果説明対象者（高血圧を対象）に対する「高血圧教室」の実施 

・江別市国保糖尿病性腎症重症化予防プログラムの実施 

実施率は、順調に上昇し、

目標値に達したため。    

目標値 ベースライン 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

81.5％ 71.2％ 71.1％ 69.0％ 64.3％ 70.2％ 80.0％ 82.1％  82.8％  

目標達成における推進要因 目標達成における阻害要因 

訪問等による保健指導を積極的に実施したほか、オンライ

ンを活用した保健指導を開始した。 

40～50 歳代の利用率が向上していない。 

 

(３)第 2 期データヘルス計画の総合評価について 

第 2 期計画の総合評価 

・新型コロナウイルス感染症の流行に伴う集団健診の中止、訪問指導の差し控え、被

保険者の受診控え等が、特定健診受診率及び特定保健指導実施率の低下につながり

ました。令和3 年度以降、感染対策を講じた集団健診の実施や、訪問等による保健

指導を再開したことで、各評価指標は新型コロナウイルス感染症の流行前と同じ程

度まで回復しています。特に、生活習慣病重症化予防保健指導実施率は目標値に達

し、特定保健指導新規利用率は目標値には届かなかったものの、ベースライン値か

ら 10％以上向上させることができました。 
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２ 第３期データヘルス計画について 

  第３期データヘルス計画（令和６年度から令和１１年度）の目的、目標は下記のとおりです。 

 

目的～健康課題を解決することで達成したい姿～ 

・みんなが支え合い、いつまでも元気に暮らすことができる。 

・元気で自立した生活を長く続けられるよう、自分の健康状態に目を向け、 

必要な治療を受け、生活改善に取り組むことができる。 

 

 

最上位目標 評価指標 
開始時 

（R4） 
目標値 

（R11） 

健康寿命（平均自立期間）の延伸 平均自立期間 

男性 80.8 歳 

女性 85.4 歳 

※R2 年度 
延伸 

中・長期目標 評価指標 
開始時 

（R4） 

目標値 

（R11） 

慢性腎臓病にかかる医療費割合の抑制 

総医療費に占める慢性腎臓病 

（透析あり）の割合 

(KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握) 

2.9％ 抑制 

脳血管疾患受診率の抑制 
脳血管疾患受診率 

(KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）) 
12.4％ 抑制 

短期目標 評価指標 
開始時 

（R4） 

目標値 

（R11） 

特定健診受診者のうち、HbA1c 7.0％以上

該当者割合の低下 

HbA1c7.0％以上該当者割合 

(KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨

判定値の者）) 

4.0％ 低下 

特定健診受診者のうち、Ⅱ度高血圧 

以上該当者割合の低下 

Ⅱ度高血圧以上該当者割合 

(KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨

判定値の者）) 

7.9％ 低下 

生活習慣病重症化予防保健指導実施率の

向上 

生活習慣病重症化予防保健指導実施率（独

自集計） 
82.1％ 向上 

特定保健指導利用者のうち、腹囲が 

減少した者の割合向上 

特定保健指導利用者の腹囲が減少 

した者の割合 

（独自集計） 

43.5％ 向上 

特定保健指導による特定保健指導対象者

の減少率の向上 

特定保健指導対象者減少率 

（法定報告値） 
16.0％ 向上 

特定保健指導実施率の向上 
特定保健指導実施率 

（法定報告値） 
41.0％ 48.0％ 

特定健診受診率の向上 
特定健診受診率 

（法定報告値） 
26.2％ 31.0％ 
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３　諮問事項（１）江別市国民健康保険税の課税限度額について

※②及び③は世帯の収入と被保険者数により軽減制度がある。

（※増減なし）

（２万円の引上げ）

（※増減なし）

国
民
健
康
保
険
税

17万円

○地方税法施行令の一部改正

  令和６年３月３０日に地方税法施行令の一部を改正する政令が公布され、国民健康保険
税の後期高齢者支援金等課税額が２万円引き上げられた。

現行

基礎
課税額

限度額

65万円

後期高齢者
支援金等
課税額

限度額

106万円

介護納付金
課税額

限度額

○令和６年度江別市国民健康保険税課税方法（現行）

江
別
市
国
民
健
康
保
険
税

基礎
課税額

①所得割 （所得額 - 430,000円）×　8.3　％

限度額
②均等割 １人につき　24,000円

65万円

③平等割 １世帯につき　25,500円

後期高齢者
支援金等
課税額

介護納付金
課税額

①所得割 （所得額 - 430,000円）×　1.8　％
限度額

①所得割 （所得額 - 430,000円）×　1.7　％

②均等割 １人につき　9,600円

限度額

24万円

限度額計

１人につき　5,300円
22万円

③平等割 １世帯につき　6,000円

限度額計

104万円

限度額
②均等割

22万円

17万円
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基礎課税額
後期高齢者

支援金等課税額

介護納付金
課税額

計 基礎課税額
後期高齢者

支援金等課税額

介護納付金
課税額

計

Ｈ20 47万円 12万円 9万円 68万円 47万円 12万円 9万円 68万円

Ｈ21 ↓ ↓ 10万円 69万円 ↓ ↓ ↓ 68万円

Ｈ22 50万円 13万円 ↓ 73万円 ↓ ↓ 10万円 69万円

Ｈ23 51万円 14万円 12万円 77万円 50万円 13万円 ↓ 73万円

Ｈ24 ↓ ↓ ↓ 77万円 51万円 14万円 12万円 77万円

Ｈ25 ↓ ↓ ↓ 77万円 ↓ ↓ ↓ 77万円

Ｈ26 ↓ 16万円 14万円 81万円 ↓ ↓ ↓ 77万円

Ｈ27 52万円 17万円 16万円 85万円 ↓ 16万円 14万円 81万円

Ｈ28 54万円 19万円 ↓ 89万円 52万円 17万円 16万円 85万円

Ｈ29 ↓ ↓ ↓ 89万円 54万円 19万円 ↓ 89万円

Ｈ30 58万円 ↓ ↓ 93万円 ↓ ↓ ↓ 89万円

Ｒ元 61万円 ↓ ↓ 96万円 58万円 ↓ ↓ 93万円

Ｒ２ 63万円 ↓ 17万円 99万円 61万円 ↓ ↓ 96万円

Ｒ３ ↓ ↓ ↓ 99万円 63万円 ↓ 17万円 99万円

Ｒ４ 65万円 20万円 ↓ 102万円 ↓ ↓ ↓ 99万円

Ｒ５ ↓ 22万円 ↓ 104万円 65万円 20万円 ↓ 102万円

Ｒ６ ↓ 24万円 ↓ 106万円 ↓ 22万円 ↓ 104万円

※Ｒ７ 66万円 26万円 ↓ 109万円 ↓ 24万円 ↓ 106万円

※令和6.10.31厚生労働省開催　社会保障審議会医療保険部会資料（案）

○江別市国民健康保険税課税限度額に到達する世帯収入(現行税率で試算)

単身世帯（給与収入） ４人世帯（主給与収入／妻・子２名収入なし／夫婦介護該当）

区分 現行 改定後 区分 現行 改定後

基礎課税額 962万円 962万円 基礎課税額 875万円 875万円

後期高齢者
支援金等課税額 1,466万円 1,584万円 後期高齢者

支援金等課税額 1,373万円 1,490万円

介護納付金
課税額

1,130万円 1,130万円
介護納付金

課税額
1,076万円 1,076万円

○国及び江別市国民健康保険税課税限度額の推移

年　度
国（法定課税限度額） 江別市

影響世帯数
影響世帯
割合

74 0.4%

法定基準まで
※１

段階的引上げ

基礎課税額 0 0 0 35 0 35

後期高齢者
支援金等課税額 28 7 0 0 0 35

介護納付金
課税額 0 0 0 35 0 35

（令和6年9月現在）

※１　苫小牧・根室・深川・恵庭・北広島・石狩・江別（令和６年度法定基準に改定予定）

○道内３５市の国民健康保険税（料）限度額の改定状況（法定基準）

○令和７年度国民健康保険税課税限度額改定による影響見込み(現行税率で試算)

区　　分
令和７年度改定予定

改定なし 未定 計改定済

※令和6年11月現在の状況を基に試算。

調定額（増）
歳入額（増）

※収納率96.83%で試算

1,308千円1,351千円
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５
年
間

（
７

年
度

～
１

１
年

度
）

で
、

ど
の

よ
う

に
税

率
を
引

き
上

げ
る

か
検

討
す

る
。

・
国

保
事

業
費

納
付

金
の
財

源
確

保
の

た
め
、

令
和

７
年

度
に
国

民
健

康
保

険
税

の
見

直
し

を
行

う
。

・
税

率
設

定
に

当
た

っ
て
は

、
北

海
道

が
示
す

標
準

保
険

料
率
を

参
考

と
す

る
。

・
現

行
で

設
定

し
て

い
な
い

「
介

護
分

の
平
等

割
」

の
設

定
と
、

現
行

よ
り

も
大

幅
に

低
い

「
後

期
高
齢

支
援

分
」

の
引

き
上

げ
を

検
討

す
る
。

見
直
し
に
当
た

っ
て
の
基
本

認
識

論
点
・

方
向
性

留
意

点

①
令

和
１

２
年

度
に

は
、

全
道
統

一
保

険
料

に
な
る

。
・
現
行
税
率
と

比
較
し
、
大
幅

に
引
き
上
げ
ら
れ

る
。

④
子

ど
も

・
子

育
て

支
援
金

の
創

設
・
８
年
度
か
ら
徴
収

が
始
ま
り
、

１
０

年
度
ま
で
段
階

的
に

引
上
げ
と
な
る
。

（
国
試
算
）

８
年
度
：
２
５
０

円
／
人
・
月

９
年
度
：
３
０
０

円
／
人
・
月

１
０
年
度
：
４
０
０

円
／
人
・
月

７
年
度

に
続

き
、

８
～

１
０

年
度

も
負

担
増

と
な

る
こ

と
が
決

ま
っ

て
い

る
。

②
基

金
残

高
の

確
保

・
納
付
金
の
精

算
（
翌
々
年
度

）
に
対
応
す
る
た

め
、
北
海
道
か
ら

「
事
業
費
納

付
金
の
５
％
確
保

」
と
の
指
示
。

（
江
別
市
：

納
付
金
約
３
０
億

円
×
５
％
＝
１
.
５
億
円
）

６
年

度
末

基
金

残
高

の
２

.４
億
円

の
う

ち
１

.５
億

円
を
確

保
し

、
余

剰
と

な
る

９
千

万
円

を
ど

の
よ

う
に

活
用
す

る
か

検
討

す
る

。

国
民
健

康
保
険
税

の
税
額
の

改
定
に
つ

い
て

③
賦

課
割

合
（

応
能

割
、

応
益
割

）
の

検
討

現
在

の
割

合
（

応
能

割
４

８
：

応
益

割
５

２
）

か
ら

北
海

道
が

示
す

１
２

年
度

の
割

合
（

応
能

割
４

４
：

応
益

割
５
６

）
へ

の
円

滑
な

連
携

を
検

討
す

る
。
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（
単
位
：

人
、
億
円

）

３
年

度
４
年

度
５

年
度

６
年
度

７
年

度
算
定

方
法

a
被
保

険
者

数
2
4
,
3
8
2

2
3
,
8
3
3

2
2
,
8
6
7

2
2
,
2
4
5

2
1
,
4
4
6
3
～
5
年
度

：
年
間
平

均
6
～
7
年
度

：
推
計

b
事
業

費
納

付
金

3
0
.
6
3

3
0
.
4
4

3
1
.
3
8

3
0
.
5
4

2
9
.
8
5
3
～
6
年
度

：
実
績

　
 
7
年
度

：
概
算

c
必
要

な
保

険
税

2
4
.
3
8

2
4
.
1
9

2
5
.
2
4

2
4
.
5
3

2
3
.
7
5
北

海
道
の
通
知

d
税
　

収
　

額
2
3
.
9
0

2
3
.
5
7

2
2
.
3
4

2
1
.
6
2

2
0
.
9
5
3
～
5
年
度

：
実
績

6
～
7
年
度

：
推
計

e
不
　

足
　

額
▲

 
0
.
4
8

▲
 
0
.
6
2

▲
 
2
.
8
9

▲
 
2
.
9
2

▲
 
2
.
8
1
d
-
c

f
基
金

繰
入

額
1
.
3
9

1
.
1
1

3
.
0
6

3
.
0
2

2
.
4
1
3
～
5
年
度

：
実
績

6
～
7
年
度

：
推
計

g
年

度
末

基
金

残
高

7
.
4
1

7
.
8
0

5
.
0
9

2
.
4
1

▲
 
0
.
4
0
同

上

項
　
　

　
目

・
現

行
税

率
で

は
、

令
和

７
年

度
の
事

業
費

納
付

金
の
支

払
い

が
で

き
な
い

可
能

性
が

高
い
。

（
基

金
を

全
額
繰

り
入

れ
て

も
不
足

）
・

財
源

確
保

の
た
め

、
令

和
７

年
度
に

国
保

税
率

の
見
直

し
が

必
要

。

１
事
業

費
納
付
金
、

財
源
及
び
基

金
の
状
況

２
９

億
８
５

３
８

万
５

０
０
０

円

（
１
）

令
和
７
年
度

事
業
費
納
付

金
概
算
額

（
２
）

現
行
税
率
で

の
推
計

※
令
和

６
年
度
確
定
額

３
０
億
５
３
９
０
万
７

０
０
０
円

2

６
年

度
末
基
金
残
高

2.
41

億
円
を
全
額
繰
入

※
確
定

額
は
令
和
７
年
１
月

中
旬
に
通
知
さ
れ
る

予
定

（
前
年
比

▲
６
８
５
２
万
２

０
０
０
円
）
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（
単
位
：
％
、
円
）

所
得

割
均

等
割

平
等

割
所

得
割

均
等

割
平

等
割

所
得

割
均

等
割

平
等

割
所

得
割

均
等

割
平

等
割

現
行

税
率

8
.
3
0

2
4
,
0
0
0

2
5
,
5
0
0

1
.
7
0

5
,
3
0
0

6
,
0
0
0

1
.
8
0

9
,
6
0
0

0
1
1
.
8
0

3
8
,9

0
0

3
1
,
5
0
0

①
R

7
標

準
保

険
料

率
8
.
3
0

2
7
,
6
9
7

2
7
,
4
9
2

2
.
6
8

9
,
3
9
0

9
,
3
2
0

2
.
0
1

9
,
1
9
7

7
,
2
1
4

1
2
.
9
9

4
6
,2

8
4

4
4
,
0
2
6

R
１
２

統
一

保
険

料
率

（
R

3
時

点
：
参

考
値

）
8
.
3
1

2
7
,
5
2
3

2
9
,
0
3
1

2
.
6
1

8
,
7
0
8

9
,
1
8
6

1
.
9
2

8
,
8
6
5

6
,
9
0
5

1
2
.
8
4

4
5
,0

9
6

4
5
,
1
2
2

②
R

１
２

統
一

保
険

料
率

（
R

6
時

点
：
参

考
値

）
8
.
9
1

2
8
,
6
6
5

2
9
,
0
1
2

2
.
7
5

9
,
2
6
4

9
,
3
7
6

2
.
0
2

9
,
1
7
2

7
,
2
9
8

1
3
.
6
8

4
7
,1

0
1

4
5
,
6
8
6

区
分

医
療

分
後

期
分

介
護

分
合

計

２
北
海

道
が
示
す
標

準
保
険
料
率

の
検
証

3

（
１

）
市

国
保

の
今

後
の

基
礎
数

値
（

被
保

険
者
数

、
世

帯
数

、
総
所

得
額

）
を

推
計
す

る
。

（
２

）
上

記
を

も
と

に
、

令
和
７

年
度

と
令

和
１
２

年
度

の
基

礎
数
値

を
、

そ
れ

ぞ
れ
①

令
和

７
年

度
標
準

保
険

料
率

、
②
令

和
１

２
年

度
統
一

保
険

料
率

に
当

て
は

め
て

検
証

す
る
。

（
１

）
今

後
の

基
礎

数
値

７
年
度

８
年

度
９
年

度
１
０

年
度

１
１
年

度
１
２
年

度

被
保
険
者
数

21
,4
46

20
,7
83

20
,1
40

19
,5
17

18
,9
13

18
,3
28

世
帯
数

14
,6
79

14
,3
49

14
,0
26

13
,7
10

13
,4
01

13
,0
99

総
所
得
額

10
9.
29

10
4.
46

99
.5
6

95
.0
3

90
.6
4

86
.4
9

直
近
の
変
化
率
を
使
用

過
去
２
年
の
変
化
率
の

平
均
を
使
用

（
単
位
：
人

、
世
帯
、
億
円
）

（
２

）
北

海
道

が
示
す

「
①

令
和

７
年
度

標
準

保
険

料
率
」

、
「

②
令

和
１
２

年
度

統
一

保
険
料

率
」

検
証

検
証
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必
要
な

保
険

税
の

確
保

が
可

能
な

た
め

、
税

率
を

見
直

す
基

準
と

な
る

。

２
北
海

道
が
示
す
標

準
保
険
料
率

の
検
証

4

①
令

和
７

年
度

標
準

保
険

料
率
に

よ
る

７
年

度
推
計

・
令

和
７

年
度

の
税

率
見
直

し
に

あ
た

っ
て
は

、
令

和
７

年
度
標

準
保

険
料

率
を
参

考
と

す
る

。

・
令

和
１

２
年

度
の

税
率
は

、
基

礎
数

値
（
被

保
険

者
数

、
世
帯

数
、

総
所

得
額
）

を
も

と
に

、

必
要
な

保
険

税
を

賄
え
る

税
率

を
設

定
す
る

。

②
令

和
１

２
年

度
統

一
保
険

料
率

に
よ

る
１
２

年
度

推
計

（
単
位
：
人

、
億
円
）

（
単

位
：
人
、
億
円

）

・
税
収

額
が

、
必

要
な

保
険

税
を

大
き

く
下

回
る

こ
と

が
判

明
。

（
４
億

３
８

０
０

万
円

の
赤

字
）

・
税
収

額
が

、
必

要
な

保
険

税
を

若
干

上
回

る
こ
と

が
判

明
。

（
７
７

０
０

万
円

の
黒

字
）

検
証

結
果

検
証

結
果

必
要

な
保

険
税

の
確

保
が

で
き

な
い

た
め

、
基
準

と
で

き
な

い
。

７
年
度

（
参

考
）

現
行

税
率

a
被

保
険
者
数

2
1
,
4
4
6

2
1
,
4
4
6

c
必
要
な

保
険
税

2
3
.
7
5

2
3
.
7
5

d
税

　
収
　
額

2
4
.
5
2

2
0
.
9
5

e
余
剰

額
・
不
足

額
0
.
7
7

▲
 
2
.
8
1

項
　
　
　

目
１
２

年
度

a
被

保
険
者
数

1
8
,
3
2
8

c
必
要
な
保
険

税
2
5
.
1
9

d
税

　
収
　
額

2
0
.
8
1

e
余
剰

額
・
不
足
額

▲
 
4
.
3
8

項
　
　
　
目

13



３
見
直

し
の
パ
タ
ー

ン
（
案
）

5

毎
年

度
改
定
す

る
。

・
毎
年

度
、

標
準

保
険
料

率
を

参
考

に
税
率

を
設

定
す

る
。

１パ
タ

ー
ン

・
６

年
度

末
の

基
金

残
高

２
.
４
億

円
の

う
ち

９
千

万
円

は
、

７
年
度

以
降

の
税

率
引
き

下
げ

に
活

用
し
、

１
１

年
度

末
に

残
高

１
.
５

億
円

を
確

保
す

る
。

・
賦

課
割

合
（

応
能

割
：

応
益

割
）

は
、
現

在
の

割
合

（
応
能

割
４

８
：

応
益
割

５
２

）
か

ら
、
北

海
道

が
示

す
統

一
保
険

料
で

の
賦

課
割
合

（
応

能
割

４
４
：

応
益

割
５

６
）
に

円
滑

に
繋

げ
る
。

設
定

条
件

７
年
度
に

改
定
し
、

途
中
で
再

度
改
定
す

る
。

・
７

年
度
に

標
準

保
険

料
率
を

参
考

に
税

率
を
設

定
し

、
途

中
で
一

度
改

定
す

る
。

２パ
タ
ー
ン

７
年

度
に
改
定

し
、
１
１

年
度
ま

で
持
続
さ

せ
る
。

・
７

年
度

に
標

準
保

険
料
率

を
超

え
た

税
率
を

設
定

し
、

統
一
保

険
料

ま
で

改
定

し
な

い
。

３パ
タ
ー
ン
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（
単
位
：

人
、
億
円

）

項
　
　

　
目

７
年
度

８
年
度

９
年
度

１
０

年
度

１
１

年
度

算
定

方
法

a
被
保

険
者
数

2
1
,
4
4
6

2
0
,
7
8
3

2
0
,
1
4
0

1
9
,
5
1
7

1
8
,
9
1
3
過
年

度
の
減

少
率

c
必

要
な
保

険
税

2
3
.
7
5

2
4
.
7
4

2
4
.
7
8

2
4
.
7
9

2
4
.
8
0
北
海

道
の
推

計

d
税
　

収
　
額

2
3
.
5
7

2
4
.
5
6

2
4
.
6
0

2
4
.
6
1

2
4
.
6
2

1
人
当
た

り
税

収
額
×

被
保

険
者
数

e
余
剰
額

・
不
足

額
▲
 
0
.
1
8

▲
 
0
.
1
8

▲
 
0
.
1
8

▲
 
0
.
1
8

▲
 
0
.
1
8
d
-
c

f
基
金

繰
入
額

0
.
1
8

0
.
1
8

0
.
1
8

0
.
1
8

0
.
1
8
6
年
度
末

の
基
金

残
高

g
年
度
末

基
金
残

高
2
.
2
3

2
.
0
5

1
.
8
7

1
.
6
9

1
.
5
1
e
+
前

年
度
g

子
ど
も
子
育
て

子
ど
も
子
育
て

子
ど
も
子
育
て

（単
位

：％
、
円

）

所
得

割
均

等
割

平
等

割
所

得
割

均
等

割
平

等
割

所
得

割
均

等
割

平
等

割
所

得
割

均
等

割
平

等
割

現
行

税
率

8
.
3
0

2
4
,
0
0
0

2
5
,
5
0
0

1
.
7
0

5
,
3
0
0

6
,
0
0
0

1
.
8
0

9
,
6
0
0

0
1
1
.
8
0

3
8
,
9
0
0

3
1
,
5
0
0

4
8
：

5
2

R
7

改
定

税
率

8
.
7
0

2
6
,
6
0
0

2
6
,
8
0
0

2
.
6
0

7
,
3
0
0

7
,
5
0
0

1
.
9
0

7
,
0
0
0

5
,
0
0
0

1
3
.
2
0

4
0
,
9
0
0

3
9
,
3
0
0

4
8
：

5
2

R
8

改
定

税
率

9
.
2
0

2
8
,
0
0
0

2
8
,
2
0
0

3
.
1
0

8
,
5
0
0

8
,
6
0
0

2
.
2
0

8
,
5
0
0

6
,
7
0
0

1
4
.
5
0

4
5
,
0
0
0

4
3
,
5
0
0

4
7
：

5
3

R
9

改
定

税
率

9
.
5
0

2
8
,
5
0
0

2
8
,
7
0
0

3
.
3
0

9
,
0
0
0

9
,
2
0
0

2
.
6
5

8
,
9
0
0

6
,
9
0
0

1
5
.
4
5

4
6
,
4
0
0

4
4
,
8
0
0

4
7
：

5
3

R
1
0

改
定

税
率

9
.
6
0

2
9
,
4
0
0

2
9
,
6
0
0

3
.
5
0

9
,
9
0
0

1
0
,
0
0
0

2
.
8
0

9
,
8
0
0

7
,
8
0
0

1
5
.
9
0

4
9
,
1
0
0

4
7
,
4
0
0

4
6
：

5
4

R
1
1
改

定
税

率
9
.
8
0

3
0
,
1
0
0

3
0
,
5
0
0

3
.
7
0

1
0
,
8
0
0

1
0
,
9
0
0

2
.
8
0

1
0
,
8
0
0

8
,
9
0
0

1
6
.
3
0

5
1
,
7
0
0

5
0
,
3
0
0

4
5
：

5
5

賦
課

割
合

（
応

能
：
応

益
）

区
分

医
療

分
後

期
分

介
護

分
合

計

パ
タ
ー

ン
①
：
毎
年

度
改
定
す
る

。

6

（
１

）
設

定
税

率

（
２

）
今

後
の

推
計

基
金

残
高

1
.
5
億

円
を

確
保

基
金

残
高

9
千

万
円

（
年

1
8
0
0
万

円
）

を
活

用

改
定

改
定

改
定

改
定

改
定

【
参

考
】
R

7
標

準
保

険
料

率
8
.
3
0

2
7,

6
9
7

2
7
,
4
9
2

2
.
6
8

9
,
3
9
0

9
,
3
2
0

2
.
0
1

9
,
1
9
7

7
,
2
1
4

1
2
.
9
9

4
6
,
2
8
4

4
4
,
0
2
6

4
4
：
5
6
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（
３

）
所

得
及

び
世
帯

ご
と

の
保

険
税
比

較
（

７
年

度
）

パ
タ
ー

ン
①

：
毎
年
度
改
定

す
る
。

7

・
毎

年
度

、
引

き
上

げ
の

負
担

感
を

与
え

る
。

・
毎

年
度

、
税

率
見

直
し

の
検

討
が

必
要

に
な

る
。

・
７
年

度
の

引
き

上
げ

率
が

最
も

低
い

（
１

２
.
１
％
）

・
各
年

度
の

状
況

に
応

じ
た

税
率

の
改

定
が

で
き

る
。

・
加
入

時
期

、
期

間
に

よ
っ

て
、

不
公

平
が

生
じ

な
い

。

・
統
一

保
険

料
へ

の
連

携
が

円
滑

で
あ

る
。

メ
リ

ッ
ト

デ
メ

リ
ッ

ト

給
与

（
万
円

）

年
金

（
万

円
）

現
行

税
率

改
定

税
率

比
較

現
行

税
率

改
定

税
率

比
較

現
行

税
率

改
定

税
率

比
較

現
行

税
率

改
定

税
率

比
較

現
行

税
率

改
定

税
率

比
較

0～
4
3

9
8

1
0
3

1
8
,1

00
2
0
,4

00
2
,3

00
2
0
,9

00
2
4
,0

00
3,

1
00

2
6,

9
00

3
0,

6
00

3,
70

0
3
2,

60
0

36
,
30

0
3
,7

0
0

41
,4

0
0

4
6,

40
0

5
,
00

0
7割

6
0

1
1
5

1
2
0

4
7
,3

00
5
3
,2

00
5
,9

00
5
5
,1

00
6
2
,4

00
7,

3
00

6
1,

9
00

7
0,

1
00

8,
20

0
7
4,

50
0

82
,
80

0
8
,3

0
0

89
,2

0
0

9
9,

80
0

10
,
60

0

8
0

1
3
5

1
4
3

8
5
,6

00
9
6
,3

00
10

,7
00

9
9
,9

00
11

2
,9

00
1
3,

0
00

8
1,

9
00

9
2,

7
00

1
0,

80
0

9
8,

10
0

1
09

,
20

0
11

,1
0
0

1
12

,8
0
0

1
2
6,

20
0

13
,
40

0

1
0
0

1
5
5

1
7
0

11
7
,7

00
13

2
,5

00
14

,8
00

13
7
,5

00
15

5
,3

00
1
7,

8
00

10
1,

9
00

11
5,

3
00

1
3,

40
0

12
1,

70
0

1
35

,6
0
0

13
,9

0
0

1
36

,4
0
0

1
52

,
60

0
16

,
20

0

1
3
0

1
9
7

2
1
0

14
7
,7

00
16

6
,4

00
18

,7
00

17
2
,9

00
19

4
,9

00
2
2,

0
00

15
9,

0
00

17
9,

9
00

2
0,

90
0

19
0,

00
0

2
11

,6
0
0

21
,6

0
0

1
71

,8
0
0

1
92

,
20

0
20

,
40

0

1
5
0

2
2
6

2
3
6

16
7
,7

00
18

9
,0

00
21

,3
00

19
6
,5

00
22

1
,3

00
2
4,

8
00

17
9,

0
00

20
2,

5
00

2
3,

50
0

21
3,

60
0

2
38

,0
0
0

24
,4

0
0

2
37

,1
0
0

2
65

,
10

0
28

,
00

0

2
0
0

2
9
7

3
0
3

21
7
,7

00
24

5
,5

00
27

,8
00

25
5
,5

00
28

7
,3

00
3
1,

8
00

24
7,

0
00

27
9,

4
00

3
2,

40
0

29
4,

40
0

3
28

,2
0
0

33
,8

0
0

2
96

,1
0
0

3
31

,
10

0
35

,
00

0

2
5
0

3
6
8

3
7
0

26
7
,7

00
30

2
,0

00
34

,3
00

31
4
,5

00
35

3
,3

00
3
8,

8
00

29
7,

0
00

33
5,

9
00

3
8,

90
0

35
3,

40
0

3
94

,2
0
0

40
,8

0
0

3
82

,7
0
0

4
28

,
10

0
45

,
40

0

3
0
0

4
3
0

4
3
3

31
7
,7

00
35

8
,5

00
40

,8
00

37
3
,5

00
41

9
,3

00
4
5,

8
00

34
7,

0
00

39
2,

4
00

4
5,

40
0

41
2,

40
0

4
60

,2
0
0

47
,8

0
0

4
41

,7
0
0

4
94

,
10

0
52

,
40

0

4
0
0

5
5
5

5
5
2

41
7
,7

00
47

1
,5

00
53

,8
00

49
1
,5

00
55

1
,3

00
5
9,

8
00

44
7,

0
00

50
5,

4
00

5
8,

40
0

53
0,

40
0

5
92

,2
0
0

61
,8

0
0

5
59

,7
0
0

6
26

,
10

0
66

,
40

0

5
0
0

6
7
8

6
6
9

51
7
,7

00
58

4
,5

00
66

,8
00

60
9
,5

00
68

3
,3

00
7
3,

8
00

54
7,

0
00

61
8,

4
00

7
1,

40
0

64
8,

40
0

7
24

,2
0
0

75
,8

0
0

6
77

,7
0
0

7
58

,
10

0
80

,
40

0

6
0
0

7
9
0

7
8
5

61
7
,7

00
69

7
,5

00
79

,8
00

72
7
,5

00
81

5
,3

00
8
7,

8
00

64
7,

0
00

73
1,

4
00

8
4,

40
0

76
6,

40
0

8
56

,2
0
0

89
,8

0
0

7
95

,7
0
0

8
90

,
10

0
94

,
40

0

7
0
0

8
9
5

8
9
0

71
7
,7

00
81

0
,5

00
92

,8
00

84
5
,5

00
94

7
,3

00
10

1,
8
00

74
7,

1
00

84
2,

9
00

9
5,

80
0

88
4,

40
0

9
86

,7
0
0

1
02

,3
0
0

9
13

,7
0
0

9
94

,
00

0
80

,
30

0

8
0
0

9
9
5

9
9
5

78
9
,9

00
86

1
,6

00
71

,7
00

93
5
,7

00
1
,
0
1
7
,
4
0
0

8
1,

7
00

79
5,

2
00

86
8,

90
0

7
3,

70
0

95
0,

60
0

1
,
0
3
1
,
7
0
0

81
,1

0
0

9
55

,9
0
0

1
,
0
3
9
,
0
0
0

83
,
10

0

な
し

軽
減

区
分

5割

介
護

あ
り

２
人

世
帯

数
(
全

体
 
1
5
,3
7
3
世

帯
)

2割

割
合

6
4
.
0
7
%

2
8
.
4
6
%

4
.
8
7
%

所
得

金
額

（
万
円

）

換
算

収
入

（
概

数
）

１
人

世
帯

２
人

世
帯

３
人

世
帯

9
,
8
4
9

4
,
3
7
5

7
4
9

介
護

な
し

介
護

あ
り

介
護

な
し

介
護

あ
り

２
人
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（
単
位

：
人
、

億
円

）

項
　
　

　
目

７
年

度
８
年

度
９

年
度

１
０

年
度

１
１
年

度
算

定
方
法

a
被

保
険
者

数
2
1
,
4
4
6

2
0
,
7
8
3

2
0
,
1
4
0

1
9
,
5
1
7

1
8
,
9
1
3

過
年

度
の

減
少
率

c
必

要
な
保

険
税

2
3
.
7
5

2
4
.
7
4

2
4
.
7
8

2
4
.
7
9

2
4
.
8
0

北
海

道
の

推
計

d
税

　
収
　

額
2
4
.
8
1

2
4
.
0
4

2
3
.
2
9

2
5
.
3
0

2
4
.
5
2

1
人

当
た

り
税

収
額

×

被
保

険
者

数

e
余
剰

額
・
不

足
額

1
.
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0

2
4
6,
5
0
0

5
0
,0
0
0

17
9
,
00
0

2
2
1,
6
00

4
2
,6
0
0

21
3
,
60
0

2
65
,
50
0

51
,
9
00

2
3
7
,1
0
0

2
95
,
7
00

5
8,
6
0
0

2
0
0

2
9
7

3
0
3

2
17
,
7
00

2
6
7,
6
0
0

4
9
,9
0
0

25
5
,
50
0

3
1
8,
5
0
0

6
3
,0
0
0

24
7
,
00
0

3
0
5,
4
00

5
8
,4
0
0

29
4
,
40
0

3
65
,
40
0

71
,
0
00

2
9
6
,1
0
0

3
67
,
7
00

7
1,
6
0
0

2
5
0

3
6
8

3
7
0

2
67
,
7
00

3
2
8,
6
0
0

6
0
,9
0
0

31
4
,
50
0

3
9
0,
5
0
0

7
6
,0
0
0

29
7
,
00
0

3
6
6,
4
00

6
9
,4
0
0

35
3
,
40
0

4
37
,
40
0

84
,
0
00

3
8
2
,7
0
0

4
75
,
2
00

9
2,
5
0
0

3
0
0

4
3
0

4
3
3

3
17
,
7
00

3
8
9,
6
0
0

7
1
,9
0
0

37
3
,
50
0

4
6
2,
5
0
0

8
9
,0
0
0

34
7
,
00
0

4
2
7,
4
00

8
0
,4
0
0

41
2
,
40
0

5
09
,
40
0

97
,
0
00

4
4
1
,7
0
0

5
47
,
2
00

1
0
5,
5
0
0

4
0
0

5
5
5

5
5
2

4
17
,
7
00

5
1
1,
6
0
0

9
3
,9
0
0

49
1
,
50
0

6
0
6,
5
0
0

1
1
5
,0
0
0

44
7
,
00
0

5
4
9,
4
00

1
0
2
,4
0
0

53
0
,
40
0

6
53
,
40
0

1
23
,
0
00

5
5
9
,7
0
0

6
91
,
2
00

1
3
1,
5
0
0

5
0
0

6
7
8

6
6
9

5
17
,
7
00

6
3
3,
6
0
0

11
5
,9
0
0

60
9
,
50
0

7
5
0,
5
0
0

1
4
1
,0
0
0

54
7
,
00
0

6
7
1,
4
00

1
2
4
,4
0
0

64
8
,
40
0

7
97
,
40
0

1
49
,
0
00

6
7
7
,7
0
0

8
35
,
2
00

1
5
7,
5
0
0

6
0
0

7
9
0

7
8
5

6
17
,
7
00

7
5
5,
6
0
0

13
7
,9
0
0

72
7
,
50
0

8
9
4,
5
0
0

1
6
7
,0
0
0

64
7
,
00
0

7
9
3,
4
00

1
4
6
,4
0
0

76
6
,
40
0

9
41
,
40
0

1
75
,
0
00

7
9
5
,7
0
0

9
29
,
2
00

1
3
3,
5
0
0

7
0
0

8
9
5

8
9
0

7
17
,
7
00

8
6
5,
6
0
0

14
7
,9
0
0

84
5
,
50
0

1
,
0
2
6
,
5
0
0

18
1
,0
0
0

74
7
,
10
0

8
7
4,
8
0
0

12
7
,7
0
0

88
4
,
40
0

1
,0

44
,
80
0

1
60
,
4
00

9
1
3
,7
0
0

1
,
0
5
4
,
0
0
0

1
4
0,
3
0
0

8
0
0

9
9
5

9
9
5

7
89
,
9
00

8
9
0,
0
0
0

10
0
,1
0
0

93
5
,
70
0

1
,
0
6
0
,
0
0
0

12
4
,3
0
0

79
5
,
20
0

8
9
0,
0
0
0

9
4
,8
0
0

95
0
,
60
0

1
,
0
6
0
,
0
0
0

1
09
,
4
00

9
5
5
,9
0
0

1
,
0
6
0
,
0
0
0

1
0
4,
1
0
0

世
帯

数
(全

体
 1

5,
37

3世
帯

)
9
,
8
4
9

4
,
3
7
5

7
4
9

割
合

6
4
.
0
7
%

2
8
.
4
6
%

4
.
8
7
%

な
し

5
割

2
割

軽
減

区
分

介
護

な
し

介
護
あ

り
介
護

な
し

介
護

あ
り

２
人

介
護

あ
り

２
人

所
得

金
額

（
万

円
）

換
算

収
入

（
概

数
）

１
人
世

帯
２

人
世

帯
３

人
世

帯
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７
年
度

パ
タ
ー
ン
別

一
覧

区
分

現
行

パ
タ

ー
ン

①
パ

タ
ー
ン

②
パ

タ
ー
ン

③

内
容

差
内
容

差
内
容

差

医
療

分
所

得
割

8.
3

8
.7

0.
4

8
.9

0.
6

9
.2

0.
9

均
等

割
2
4,

00
0

26
,6

00
2,

60
0

27
,8

00
3,

80
0

28
,6

00
4,

60
0

平
等

割
2
5,

50
0

26
,8

00
1,

30
0

28
,2

00
2,

70
0

29
,0

00
3,

50
0

後
期

分
所

得
割

1.
7

2
.6

0.
9

2
.8

1.
1

3
.0

1.
3

均
等

割
5,

30
0

7
,3

00
2,

00
0

8
,2

00
2,

90
0

9
,2

00
3,

90
0

平
等

割
6,

00
0

7
,5

00
1,

50
0

8
,4

00
2,

40
0

9
,3

00
3,

30
0

介
護

分
所

得
割

1.
8

1
.9

0.
1

2
.0

0.
2

2
.2

0.
4

均
等

割
9,

60
0

7
,0

00
▲

2,
60

0
8
,4

00
▲

1,
20

0
9
,1

00
▲

50
0

平
等

割
-

5
,0

00
5,

00
0

6
,4

00
6,

40
0

7
,3

00
7,

30
0

合
計

所
得

割
1
1.

8
13

.2
1.

4
13

.7
1.

9
14

.4
2.

6

均
等

割
3
8,

90
0

40
,9

00
2,

00
0

44
,4

00
5,

50
0

46
,9

00
8,

00
0

平
等

割
3
1,

50
0

39
,3

00
7,

80
0

43
,0

00
1
1,

50
0

45
,6

00
1
4,

10
0

一
人

あ
た

り
平
均

税
収
額

9
7,

66
4

10
9,

90
4

1
2,

24
0

1
15

,6
63

1
7,

99
9

12
0,

97
8

2
3,

31
4

（
１

）
税

率
等

比
較

1
2
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７
～
１

１
年
度

パ
タ
ー
ン
別
推

移

（
２

）
基

金
残

高
推
移

（
３

）
所

得
割

推
移

（
４

）
均

等
割

推
移

（
５

）
平

等
割

推
移

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

R
7

R
8

R
9

R
1
0

R
1
1

パ
タ

ー
ン
③

パ
タ
ー

ン
①

パ
タ

ー
ン

②

① ② ③

R
7

R
8

R
9

R
1
0

R
1
1

パ
タ
ー

ン
③

パ
タ

ー
ン
②

パ
タ
ー

ン
①

123456 0

3
0
,
0
0
0

3
5
,
0
0
0

4
0
,
0
0
0

4
5
,
0
0
0

5
0
,
0
0
0

5
5
,
0
0
0

R
7

R
8

R
9

R
10

R
11

パ
タ
ー

ン
③

パ
タ
ー

ン
①

パ
タ
ー

ン
②

3
0
,0
0
0

3
5
,0
0
0

4
0
,0
0
0

4
5
,0
0
0

5
0
,0
0
0

5
5
,0
0
0

R
7

R
8

R
9

R
1
0

R
1
1

パ
タ

ー
ン
③

パ
タ
ー

ン
①

パ
タ
ー

ン
②

①② ③

（億
円
）

（円
）

（
円
）（％
）

①② ③
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令
和
６

年
１

２
月

第
２

回
江

別
市
国

民
健

康
保

険
運

営
協

議
会

・
事
業

費
納
付

金
概

算
額

の
報

告
、

税
率
改

定
の

諮
問

、
協
議

令
和
７

年
１

月
国
民

健
康

保
険
事

業
費

納
付

金
確

定
額

の
通
知

第
３

回
江

別
市
国

民
健

康
保

険
運
営
協

議
会

・
事
業

費
納
付

金
確

定
額

の
報

告
、

税
率
改

定
の

協
議

、
答
申

２
月

江
別

市
国

民
健
康

保
険

税
条

例
改

正
の

市
議
会

提
案

３
月

議
決

４
月

税
率

改
定

４
今
後

の
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル

1
4
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